
議案第41号 

町有財産の処分について 

旧バナナ栽培用ハウス利活用事業用地及び施設等を下記のとおり処分したい

ので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第６号の規定により議

会の議決を求める。 

記 

１．処 分 財 産 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁字五ノ幡2905番７外 

別表（財産の概要）のとおり 

２．処分予定価格 （１）土  地 ２４，０００，０００ 円 (減額譲渡)

（２）施設等 ０ 円 （無償譲渡）

３．契約の相手方  佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀1904番地３ 

 中尾 義之 

令和 ８年 ６月 ２日提出 

みやき町長 岡  毅 

提案理由 

  この議案は、旧バナナ栽培用ハウス利活用事業の実施に伴い、町有地の減

額譲渡及び当該土地上の施設等の無償譲渡を行うため、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第96条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求めるも

のである。 



別表（財産の概要） 

項 目 項目（内訳等） 面積（㎡） 価格（円） 

土  地 

三養基郡みやき町大字白壁

字五ノ幡 2905 番 7 

地目 雑種地 

三養基郡みやき町大字白壁

字五ノ幡 2905 番 8 

地目 雑種地 

3,271 

434 
24,000,000 

施設等 
ビニールハウス 

既存工作物 

2,208 

1 式 
0 

合  計 24,000,000 
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旧バナナ栽培用ハウス利活用事業 提案事業の概要

１．契約候補者の概要 

法人名 有限会社ベターライフ 

代表者 代表取締役 中尾 義之 

所在地 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀 1904番地 3 

２．対象物件 

土地 みやき町大字白壁 2905番 7、2905番 8（面積：合計 3,705 ㎡） 

施設等 元バナナ栽培用ハウス 9棟 ほか、既存工作物（※現状有姿での引き渡し） 

３．提案された事業内容 

事業内容 
既存ハウス内に閉鎖式循環型陸上養殖システムを導入し、車海老をはじ

め、海ぶどう等の海産物の陸上養殖事業を実施する。 

環境・排水対策 

閉鎖式循環型システムの採用により外部への排水を最小限に抑えるととも

に、適切な排水処理を実施することで水質汚濁等の影響を防ぎ、周辺環境

との調和を図る。 

地域貢献 

生産した車海老や海ぶどう等の海産物を本町のふるさと納税の返礼品とし

て提供し、新たな特産品としてのブランド化を目指すことで、町の歳入増

加と地域経済の活性化に寄与する。 

４．契約方式及び提案価格等 

契約方式 土地の買受（施設については無償譲渡） 

提案価格（売却基準価格） 24,000,000 円（34,456,000 円） 

取得名義人 同社代表取締役個人 

事業継続義務 契約締結日から 10年間（買戻し特約等を付して事業の確実性を担保） 

５．審査委員会における主な評価ポイント 

平均評価点 

72.2 点

【事業の実現性】 

残置物や修繕を要する設備がある現状有姿の物件に対し、事業者の自己負

担による改修・維持管理計画が現実的である。 

【地域への波及効果】 

車海老や海ぶどう等の陸上養殖という本町における新たな産業の創出と、

ふるさと納税への貢献という明確な地域還元策が評価された。 

【事務局からの補足】 

本事業は基準価格を下回る減額売却となるため、今後、仮契約締結後に議会へ財産処分の議案を上程

し、議決を経てからの本事業着手となります。 
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旧バナナ栽培用ハウス利活用事業対象物件位置図 2026年６月〇日

広域図を貼付

地点情報

所在地 白壁2905-7、2905-8

縮尺 1 /1500

方位 北↑

備考

N ↑

▲ 広域図（現在地）

コメリ
Mr.Max

光風会病院

対象物件
3,705㎡
売却基準額
34,456千円
売却価額
24,000千円

石貝ため池

行政区 石貝地区
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